
1 
 

 
 
 

山梨県 

障害福祉サービス事業所等 

感染防止対策支援事業 

（かかり増し経費） 

支援金申請マニュアル 
 
 

初版 
 

 

 

 

 
 



 山梨県・障害分  

2 

  



 山梨県・障害分  

3 

目  次 
1 事業の概要 .................................................................................................................................... 5 
2 対象事業所・施設 ......................................................................................................................... 5 
3 対象経費........................................................................................................................................ 6 

3-1 対象期間 ................................................................................................................................ 6 
3-2 基本対象経費 ......................................................................................................................... 6 
3-3 特別対象経費 ......................................................................................................................... 6 

4 交付額 ........................................................................................................................................... 7 
4-1 交付上限額 .............................................................................................................................. 7 
4-2 交付決定額 ............................................................................................................................. 8 

5 交付申請の手続 ............................................................................................................................. 9 
5-1 申請期間 .............................................................................................................................. 10 
5-2 申請先・申請方法 ................................................................................................................ 10 
5-3 申請書等の入手.................................................................................................................... 11 
5-4 入力から申請までの手順 ..................................................................................................... 11 
5-5 申請方法の詳細.................................................................................................................... 18 

6 交付決定・振込み ....................................................................................................................... 19 
6-1 交付決定 .............................................................................................................................. 19 
6-2 振込み .................................................................................................................................. 19 

7 証拠書類の保管等 ....................................................................................................................... 19 
8 お問い合わせ .............................................................................................................................. 19 
 
  



 山梨県・障害分  

4 

改訂履歴 
版数 発行日 改訂内容 
初版 令和 3 年 12 月 27 日 初版発行 

 
  



 山梨県・障害分  

5 

1 事業の概要 

障害福祉サービス事業所・施設が、感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必
要な経費を支援します。山梨県では、国の基準額に大幅に上乗せして補助を行うこととし、対象
経費の範囲も拡大しています。 
 

2 対象事業所・施設の種別 

通所系 
療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練、生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A

型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、
放課後等デイサービス 
短期入所 

短期入所 
入所・居住系 

施設入所支援、共同生活援助（介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利
用型）、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 
訪問系 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支
援 
相談系 

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援 
 

※１ 事業所・施設について、令和 3 年 10 月から 12 月までの間に指定等を受けているもので
あり、休業中のものを含む。 

※２ 以下に掲げる事業所・施設であって、令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止継続支援補助金（医療分）及び令和３年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護
サービス事業所等のサービス提供体制確保事業における介護サービス事業所・施設における
感染防止対策支援事業補助金（介護分）交付を受ける場合は、本事業の対象としない。 
・療養介護  
・生活介護（共生型・基準該当） 
・自立訓練（機能訓練）（共生型・基準該当） 
・自立訓練（生活訓練）（共生型・基準該当） 
・児童発達支援（共生型・基準該当） 
・医療型児童発達支援  
・放課後等デイサービス（共生型・基準該当） 
・短期入所（共生型・基準該当） 
・医療型障害児入所施設  
・居宅介護（共生型・基準該当含む） 
・重度訪問介護（共生型・基準該当）  
・同行援護（基準該当含む） 
・行動援護（基準該当含む） 
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3 対象経費 

3-1 対象期間 

令和３年１０月１日から令和３年１２月３１日まで 
 
※１２月３１日までに納品、施工が終了していない場合も対象とする。ただし、10 月 1 日から 12
月 31 日の間に発注し、前払いを行うなど、申請時までに支払額が確定していることが申請の要件
となる。 

3-2 基本対象経費（国補助分） 

対象事業所・施設において、対象期間内に次の物品の購入に要した経費 
・衛生用品（マスク、手袋及び消毒液に限る。） 
・感染防止対策に要する備品（パーテーション及びパルスオキシメーターに限る。） 
 

3-3 特別対象経費（県補助分） 

対象事業所・施設において、対象期間内に感染防止対策に要した経費（基本対象経費を除く。） 
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4 交付額 

4-1 交付上限額 
次の表の区分ごとに、国の基準単価と県の基準単価の合計額を上限として交付します。 

事業所・施設の種別及び事業所規模 国基準
単価

（円）
① 

県基準
単価

（円）
② 

計基準
単価

（円）
①＋② 

通所系 
 
 
 
 
 

1 
療養介護 

40 人以下 20,000 200,000 220,000 
2 41 人〜60 人 30,000 300,000 330,000 
3 61 人以上 40,000 400,000 440,000 
4 生活介護 14,000 140,000 154,000 
5 自立訓練（機能訓練） 7,000 70,000 77,000 
6 自立訓練（生活訓練） 7,000 70,000 77,000 
7 就労移行支援 7,000 70,000 77,000 
8 就労継続支援 A 型 7,000 70,000 77,000 
9 就労継続支援 B 型 7,000 70,000 77,000 
10 就労定着支援 3,000 50,000 53,000 
11 自立生活援助 3,000 50,000 53,000 
12 児童発達支援 7,000 70,000 77,000 
13 医療型児童発達支援 7,000 70,000 77,000 
14 放課後等デイサービス 7,000 70,000 77,000 

短期入
所 15 短期入所 7,000 70,000 77,000 
入所・
居住系 16 

施設入所支援 
40 人以下 20,000 200,000 220,000 

17 41 人〜60 人 30,000 300,000 330,000 
18 61 人以上 40,000 400,000 440,000 
19 共同生活援助（介護サービス包括型） 7,000 70,000 77,000 
20 共同生活援助（日中サービス支援型） 7,000 70,000 77,000 
21 共同生活援助（外部サービス利用型） 7,000 70,000 77,000 
22 

福祉型障害児入所施設 
40 人以下 20,000 200,000 220,000 

23 41 人〜60 人 30,000 300,000 330,000 
24 61 人以上 40,000 400,000 440,000 
25 

医療型障害児入所施設 
40 人以下 20,000 200,000 220,000 

26 41 人〜60 人 30,000 300,000 330,000 
27 61 人以上 40,000 400,000 440,000 

訪問系 
 28 居宅介護 3,000 50,000 53,000 

29 重度訪問介護 3,000 50,000 53,000 
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30 同行援護 3,000 50,000 53,000 
31 行動援護 3,000 50,000 53,000 
32 居宅訪問型児童発達支援 3,000 50,000 53,000 
33 保育所等訪問支援 3,000 50,000 53,000 

相談系 34 計画相談支援 3,000 50,000 53,000 
35 地域移行支援 3,000 50,000 53,000 
36 地域定着支援 3,000 50,000 53,000 
37 障害児相談支援 3,000 50,000 53,000 

注１ 「2 対象事業所・施設」の※１〜※２も参照のこと。 
注２ 多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、該当するぞれぞれのサ

ービスについて基準単価まで助成することができる。 
注３ 療養介護、施設入所支援、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の定員につ

いては助成の申請時点で判断する。 
 注４ 助成額の算定については、施設・事業所ごとに、基準単価まで助成することができるが、

基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、助成額に
千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 
 

4-2 交付決定額 

申請に係る事業所・施設ごとに、①所要額、②申請額、③交付額を算定した上で、申請全体に
ついて、④交付決定額を算定します。 
① 所要額 

・ 基本対象経費所要額 
   事業所・施設ごとの所要額のうち、基本対象経費に該当する額とします。 
 ・ 特別対象経費所要額 
   事業所・施設ごとの所要額のうち、特別対象経費に該当する額とします。 
② 申請額 

・ 基本申請額 
申請者は、基本申請額として、基本対象経費所要額と同額を申請するものとします（国基

準単価が上限。千円未満の端数は切り捨てる。）。 
 ・ 特別申請額 
   申請者は、特別申請額として、基本対象経費所要額と特別対象経費所要額の合計額から基

本申請額を差し引いた額を申請するものとします（県基準単価が上限。千円未満の端数は切
り捨てる。）。 

ただし、基本申請額が 0 円の事業所・施設については、特別申請額も 0 円とします（基本
申請額があることが、特別申請額を申請する条件となります。）。 

③ 交付額 
・ 基本交付額 

事業所・施設ごとの基本交付額は、基本申請額と同額とします。 
・ 特別交付額 

事業所・施設ごとの特別交付額は、特別申請額と同額とします。 
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④ 交付決定額 
申請全体についての交付決定額は、当該申請に係る事業所・施設の全てについて、基本交付

額と特別交付額を合計した額とします。 
 
 

5 交付申請の手続 

  支援金に関する手続の流れは、おおむね次の図のとおりとなります。 
 

◆支援金に関する手続の流れ 

  

物品等の購入

代金の支払完了

領収証の受領

交付申請

申請内容の審査

交付決定

支援金の振込

領収証のコピー
を添付 

事業所・施設、 
法人本部等 
が行う 

県等が行う 

交付申請前に 
代金を支払う 
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5-1 申請期間 

令和４年１月４日（火）から令和４年１月３１日（月）まで（必着） 

5-2 申請先・申請方法 

各事業所・施設分の申請書等を法人単位で取りまとめ、申請をお願いします。申請は原則１回
とします。 

 
※申請前に対象経費の支払を全て完了してください。 
※申請書は実績報告書を兼ねています。 

 
① 申請先 

〒400-8545 山梨県甲府市北口 2-6-10 
   山梨県新型コロナ支援金運営支援事務局 

 
② 申請方法 

   電子媒体（CD 等）及び領収証のコピー等を上記申請先に郵送してください。 
 詳細については、「5-5 申請方法の詳細」をご参照ください。 

 
（注１）同一の法人で、医療分、介護分、障害分の支援金をそれぞれ申請することは可能です

が、申請書はそれぞれ別々に提出してください。 
また、同一の事業所・施設について、医療分、介護分、障害分の支援金をそれぞれ申請
することはできません。 

<申請可能な例> 
  ○ Ａ法人─┬─Ｂ事業所 →医療分で申請 

├─Ｃ事業所 →介護分で申請 
└─Ｄ事業所 →障害分で申請 

＜申請不可能な例＞ 
× A 法人───E 事業所 →介護分で申請 かつ 障害分で申請 

（注２）同一の経費について、医療分、介護分、障害分で重複して申請することはできません。 
<申請可能な例> 

○ 10/1 にＡ店で購入したマスク 10 枚 →F 法人の G 事業所から介護分で申請  
○ 10/1 にＡ店で購入した消毒液 10 本 →F 法人の H 事業所から障害分で申請 

＜申請不可能な例＞ 
× 10/1 にＡ店で購入したマスク 10 枚 →F 法人の G 事業所から介護分で申請  
                     かつ 
                    F 法人の H 事業所から障害分で申請 
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5-3 申請書等の入手 

申請書等を以下の県ホームページからダウンロードしてください。 

【山梨県支援金（障害分）ホームページ URL】 
https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/kansenboushitaisakushienjigyou.html 
 

＜申請書の構成＞ 
① 様式１ 総括表【法人単位で１枚】※１ 
② 様式２ 事業所・施設別申請額一覧【法人単位で１枚】※１ 
③ 様式３ 事業所・施設別個票【事業所・施設の種別ごとに１枚】 
④ 様式４ 領収証一覧【法人単位で１枚】※２ 
⑤ 様式５ 領収証貼付台紙【領収証ごとに１枚】※領収証のコピーを貼り付ける 

 
※１ 複数の都道府県に事業所・施設を有する法人等の場合は、山梨県内の事業所・施設について取り

まとめを行うこと。 
※２ 複数の都道府県に事業所・施設を有する法人等の場合は、重複申請がないことを確認の上

で、山梨県分の全ての領収証を一覧とすること。 
注  当該様式の記載情報を元に支払を行うシステムとなっているため、事業所・施設において、

本マニュアルにない変更・加工をしないこと。 
 

5-4 入力から申請までの手順  

次のページの作業手順に従い、申請書への入力等を行います。 
山梨県内に複数の事業所・施設を有する法人等は、法人本部等で、各事業所・施設分の申請書

等を取りまとめ、申請をしてください。 
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◆作業手順 

手
順 

作業を 
行う者 作業の内容 

1 

法人本部 【申請書ファイルの配布】 
・申請書ファイルを各事業所に配布し、①〜②の様式の作成と領収証の提出を

依頼。 
①様式３（個票） ②様式４（一覧表（感染対策）） 

※Excel ファイルを開封した際は、｢コンテンツの有効化｣をクリック 

2 
各事業所 【個票の入力】 

・様式３（個票）に必要事項を入力。 
※同一事業所番号で複数サービスを行う場合は、様式３（個票）の「個票追加」  

ボタンを押して個票を追加し、様式３（個票）をサービスの数だけ作成。 

3 
【領収証一覧の入力】 
・様式４（領収証一覧）に、品目、購入目的・用途、領収証金額等を入力。 
※各事業所の段階では、領収証に領収証番号は付さない。 

4 【様式・領収証の提出】 
・①〜②の様式および領収証を法人本部に提出。 

5 

法人本部 【個票の修正】 
・各事業所から提出された様式３（個票）に、法人本部で 1 から通し番号（以

下「法人本部における個票番号」という。）を振り、シート名を「個票●」
（●は「法人本部における個票番号」（半角数字））に修正。 

・各事業所から提出された様式３（個票）を１つの Excel ファイルに集約。 
6 【領収証の分類・付番】 

・領収証に法人本部で 1 から通し番号（以下「領収証番号」という。）を振る。 

7 
【領収証一覧の入力】 
・様式４（領収証一覧）に、領収証番号、品目、購入目的・用途、領収証金額

等を入力。 
※領収証金額を複数の個票に按分する場合は、按分額も入力。 

8 
【領収証コピーの貼付】 
・様式４（領収証一覧）で「台紙印刷」ボタンを押す。 
・印刷された台紙に領収証のコピーを貼り付ける。 

9 【申請書の作成】 
・様式１（総括表）に、申請日、申請者の名称、郵便番号、所在地等を入力。 

10 

【入力項目のチェック】 
・Excel ファイルを閉じる際に入力項目のチェックを行うかメッセージが表示  

される。「はい」をクリックすることで必要項目が入力されているかチェッ
クされるので必ず行ってから終了する。 

・チェックが正常に終了すると提出用の EXCEL が出力されるので、提出用と
して利用する。 

※一旦保存をしたい場合には、「いいえ」をクリックすることでチェックなし
で終了できる。 

11 

【CD 等の作成】 
・Excel ファイルを CD 等に格納。CD 等の表面に所要の事項（※）をフェルト

ペン等で記入。 
※「障害支援金申請書」の文言、法人等の名称、個票１の事業所番号及び申請

年月日（様式１（総括表）に記載した日付） 
※介護分の支援金と障害分の申請書を CD 等で同時に提出する場合は、CD 等

を分けること。 

12 

【CD 等・領収証の提出】 
・Excel ファイルを格納した CD 等と、領収証を貼り付けた台紙を申請先に郵

送。 
※封筒に「障害支援金申請書在中」と朱書き。障害サービス給付費の請求等に

係る書類を同封しないこと。 
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（様式１）総括表  

 

・⻩⾊のセルに必要事項を入力してください。 
・「申請内容」より下の欄は、「個票」から自動的に転記されるため、入力は不要です。 
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（様式２）事業所・施設別申請額一覧  

 ・このシートは、「個票」から自動的に転記されるため、入力は不要です。 
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（様式３）事業所・施設別個票  

 

・⻩⾊のセルに必要事項を入力してください（備考欄の記載は任意です。）。 
・＜積算内訳＞は、自動的に計算されるため、入力は不要です。 
・その他の入力方法等については、ファイル内の注意書きをご参照ください。 
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（様式４）領収証一覧  

 

・⻩⾊のセルに必要事項を入力してください。 
・白いセルは、自動的に計算されるため、入力は不要です。 
・その他の入力方法等については、ファイル内の注意書きをご参照ください。 
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（様式５）領収証貼付台紙  

 
・このシートは入力不要です。 
・（様式４）領収証一覧の「台紙印刷」ボタンを押して、この様式を印刷してください。 
・領収証貼付欄に領収証のコピー等を貼り付けてください。 
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5-5 申請方法の詳細 

申請書の提出用ファイルを CD 等の電子媒体に格納し、領収証貼付台紙（様式５）に領収証の
コピー等を貼り付けた上で、申請先に郵送してください。その際、以下に注意してください。 

① 介護分の提出用ファイルとは、必ず別々の電子媒体（CD 等）で提出してください。 
② CD 等の表面に分かりやすく所要の事項（※）をフェルトペン等で明記してください。 

※ 表面に記載する事項 
 ・「障害支援金申請書」の文言 
 ・法人等の名称 
 ・個票１の事業所番号 
 ・申請年月日（総括表（様式１）に記載した日付） 

③ 送付用の封筒の表面に「障害支援金申請書在中」と朱書きしてください。 
※ 障害サービス給付費の請求等に係る書類を同封しないでください。 

 
 

    
 
 
 
 

  

障害支援金申請書在中 

障害支援金申請書 

社会福祉法人△△ 
1234567890 

2022 年 1 月〇日 

ＣＤ等の電子媒体 

封筒 

領収証貼付台紙 

領収証の 
コピー等 
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6 交付決定・振込み 

6-1 交付決定 

 提出された申請書等について、県等が内容を審査します。支援金の交付決定が行われた場合、
県等から、申請者に交付決定通知が送付されます。 
 申請書に不備がある場合には、県等が必要に応じ、申請者へ連絡することがあります。 

 

6-2 振込み 

 令和４年２月末以降に、山梨県新型コロナ支援金運営支援事務局から支援金が振り込まれます。 
 

7 証拠書類の保管等 

支援金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後５年間
保管して下さい。 

会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、支援金の返還を求められる場合があ
りますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。 
 

8 お問い合わせ 

電話問い合わせ窓口を以下のとおり、設置しています。 
山梨県新型コロナ支援金運営支援事務局 

電話番号 055-244-6874（平日 9:30〜17:30） 
 


